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　 　   【調整方針確認日】

　商工会については、それぞれの事情を尊重しながら、すみやかに統合が図られるよう調整に努める。

　 　     平成１６年　３月２６日

商工会の名称 伊方町商工会 　 瀬戸町商工会 　 三崎町商工会 　

目的

活動内容 ・地域総合振興事業 ・地域総合振興事業 ・地域総合振興事業

・経営改善普及事業 ・総合振興事業 ・経営改善普及事業

・各部会、委員会 ・金融対策事業 ・各部会、委員会

・その他 ・経営、税務指導事業 ・その他

・その他

組織の状況 会長 1 名 会長 1 名 会長 1 名

副会長 2 名 副会長 2 名 副会長 2 名

理事 20 名 理事 19 名 理事 18 名

監事 2 名 監事 2 名 監事 2 名

会員数 名 会員数 名 会員数 名

事務局 6 名 事務局 4 名 事務局 5 名

　

補助金の交付 町からの補助金の額 町からの補助金の額 町からの補助金の額

平成１５年度見込み 円 平成１５年度見込み 円 平成１５年度見込み 円

○「公共的団体の統合に関する意向調査」の結果

・３町商工会の回答内容：市町村の合併後５年以内を目標に、統合するよう努める。（平成１５年９月２９日回答）

  

145

9,469,000 4,574,000 3,500,000

産業建設部会

　伊方町における商工業の総合的な改善
発達を図り、あわせて社会一般の福祉の
増進に資し、もって国民経済の健全な発展
に寄与する。

　商工会法に基づいて設立された公益法
人で、商工業者の方々によって自主的に運
営され、地域の商工業の総合的な改善発
達と、社会福祉の増進に寄与することを目
的に活動する。

　地区内における商工業の総合的な改善
発達を図り、あわせて社会一般の福祉の
増進に資し、もって国民経済の健全な発展
に寄与することを目的とする。

現　　　          　況　　　

関 係 項 目

調整の内容

事務事業・制度名 担当専門部会名等

（項目 ＮＯ. 17

商工会の取扱い

協議項目（番号） 　公共的団体等の取扱い　（その④） 　

平成16年3月5日伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 小委員会確認 平成16年2月26日 合併協議会提案

合併協議の状況

　商工会については、それぞれの事情を尊重し
ながら、すみやかに統合が図られるよう調整に努
める。

　

事務事業名の名称等 具体的な調整方法
伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

257 111




